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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

当社元社員より提起されていた訴訟について、平成20年11月13日に判決を言い渡されましたので、下記の通りお知らせ

いたします。 

 

記 

１． 訴訟の経緯 

平成 19 年 9 月 13 日に東京地方裁判所において、当社社員（以下 A）を平成 17 年 4 月に当社が懲戒解雇した件が無効

であるとして、Aより当社に対し雇用契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める訴訟、ならびに当社がAに対して反訴

し、同人による横領等の違法行為によって損害を被ったとして債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償を請求していた

件に対して下された判決を不服として、即日控訴を提起したものであります。 

また、A も判決を一部不服であるとして、同年9 月25 日に控訴を提起しております。 

２． 当該訴訟の判決があった裁判所及び年月日 

東京高等裁判所 平成20 年11 月13 日 

３． 判決内容 

（1） A の当社に対する請求をいずれも棄却する。 

（2） A は当社に対し、130 万 4,500 円及びこれに対する平成 17 年 11 月 12 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員

を支払え。 

（3） 訴訟費用は 2 分し、その 1 を A の負担とし、その余りを当社の負担とする。 

 

４． 今後の見通し 

平成20 年9 月期の業績の見通しにつきましては大幅な変更はありません。 
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